
見附市告示第３１号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、市道の路線の供用

を次のように開始する。

　なお、関係図面は令和８年３月２３日から３月３１日まで見附市建設課において縦覧に供

する。

供用開始をする路線名及び区間　　２路線

路線番号 路線名 起点地番 終点地番 延長（ⅿ） 幅員 （ⅿ）

6106 上新田５号線 見附市上新田町２３４９－４ 見附市上新田町２３４７－１ 117.2 2.8～4.7

6107 上新田６号線 見附市上新田町２４５７ 見附市上新田町２４８２－１ 107.5 2.0～3.5

供用開始日　令和８年４月１日

　　　　見附市道路線の供用開始に関する告示

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月２３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　見附市長　稲　田　　亮


